
申出人が作成する書類 ～ 申出書 ～

１

★ 申出を本人が行うか、代理人が行うかによって、異なります。
・本人が申出を行う場合 → Ⓐ申出書
・代理人が申出を行う場合 → Ⓐ申出書 ＋ Ⓑ委任状

※ 申出書等の様式及び記載例は岡山地方法務局のホームページに掲載しています。
（https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000001_00156.html）

ⒷⒶ



申出人が作成する書類 ～申出書（本人が申出を行う場合）～

２

申出書を提出する日を記載してください。

申出会社の代表者個人の住所を記載してください。

登記所提出印による押印がない場合には、
申出会社の代表者の本人確認書面（住民
票の写し、運転免許証の両面コピー等）を
添付してください。

申出内容に不備があった場合には、補完を
お願いしますが、補完できない場合には申出
書類を返却します。
補完が完了した場合、補完が完了した日を
「申出があった日」とみなすため、実質的支配
者情報一覧の基準日（いつ現在の情報）
から１か月以内のものでなくなった場合には、
最新の実質的支配者情報一覧への差し替え
が必要となります。

申出会社の登記事項証明書の記載を参考に
記載してください。

★ 申出を本人が行う場合、
Ⓐ「申出書」が必要です。

Ⓐ



申出人が作成する書類 ～申出書（代理人が申出を行う場合）①～

３

申出書を提出する日を記載してください。

申出会社の代表者個人の住所を記載してください。

申出会社の登記事項証明書の記載を参考に
記載してください。

代理人の住所・氏名・連絡先を
記載してください。

申出内容に不備があった場合には、補完を
お願いしますが、補完できない場合には申出
書類を返却します。
補完が完了した場合、補完が完了した日を
「申出があった日」とみなすため、実質的支配
者情報一覧の基準日（いつ現在の情報）
から１か月以内のものでなくなった場合には、
最新の実質的支配者情報一覧への差し替え
が必要となります。

★ 申出を代理人が行う場合、Ⓐ「申出
書」とⒷ「委任状」が必要です。

Ⓐ



４

委任状に登記所提出印による
押印がない場合には、申出会社の
代表者の本人確認書面（住民
票の写し、運転免許証の両面
コピー等）を添付してください。

申出人が作成する書類 ～申出書（代理人が申出を行う場合）②～

★ 申出を代理人が行う場合、
Ⓐ「申出書」とⒷ「委任状」が
必要です。

代理人の住所・氏名を記載してください。

申出会社の登記事項証明書の記載を
参考に記載してください。

申出会社の代表者個人の住所を
記載してください。

Ⓑ


